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議案第２号 定款の変更の件 

  

令和７年４月の法改正により、外部理事および外部監事の選任が求められることとな

りました。この対応のため定款の変更が必要となることから、改正案を作成し、本定

時総会において承認を求めるものです。 

 

令和７年６月 27 日 

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 

会 長  猪 狩 正 明 

 

１．背景・経緯 

令和 7年 4月 1日施行の「公益法人認定法」の改正により、公益社団法人において

は、外部理事および外部監事をそれぞれ 1名以上選任することが、公益認定の基準と

して新たに求められるようになりました。 

当法人においては、現在、理事 13 名、監事２名が在任しており、定款で定める定

数（理事：７名以上 13 名以内、監事：２名以内）の上限に達している状況です。そ

のため、新たに外部理事・外部監事を選任するには、定款の定数上限を改正する必要

があります。 

 

２．外部理事・監事の要件 

外部理事・監事いずれについても、当法人と密接な利害関係を持たない「外部

性」を確保することが求められている。 

 

（外部理事・監事の要件） 

 当該法人またはその子法人の業務執行理事や使用人でないこと。 

 過去 10 年間において、当該法人またはその子法人の業務執行理事や使用人で

なかったこと。 

 現在、その社団法人の社員（会員）でないこと。 

※ 社団法人の社員（会員）が法人である場合、その法人の代表者・役員・従業員

であっても、原則として外部理事・外部監事の対象外（＝外部性を満たさな

い）」となる。 

 

（選任義務の適用除外の有無） 

外部理事：小規模法人（収益・費用・損失が各 3,000 万円未満）は適用除外あり 

外部監事：適用除外なし（すべての法人に選任義務あり） 

 

３．定款変更案 

公益認定の要件を満たすため、定款規定の理事の上限を「15 名以内」程度に、監

事の上限を「３名以内」程度に引き上げる定款変更を、社員総会に上程します。 
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公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会定款新旧対照表 

新 旧 備考 

第５章 役 員 

（役 員） 

第 21 条 この法人に、次に掲げ

る役員を置き、それぞれの定

数は各号に定めるとおりとす

る。 

（1）会  長 １名 

（2）副会長  ２名 

（3）専務理事 １名 

（4）理  事（会長及び副会長

並びに専務理事を含む。） ７名

以上 15 名以内 

（5）監  事 ３名以内 

第５章 役 員 

（役 員） 

第 21 条 この法人に、次に掲げ

る役員を置き、それぞれの定

数は各号に定めるとおりとす

る。 

（1）会  長 １名 

（2）副会長  ２名 

（3）専務理事 １名 

（4）理  事（会長及び副会長

並びに専務理事を含む。） ７名

以上 13 名以内 

（5）監  事 ２名以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

（変更） 

 

４．法改正の施行と経過措置について 

令和７年４月１日施行の改正公益認定法では、外部理事・外部監事の選任が新たな

認定基準として追加されたが、すでに在任している理事・監事については、以下のよ

うな経過措置が設けられている。 

 

（経過措置のポイント） 

法施行日（令和７年４月１日）時点で在任している役員については、その任期が

満了するまでは、新基準の適用は猶予される（＝外部理事・外部監事の選任義務は、

任期満了後から） 

 

よって、当法人のように、理事・監事の任期が「令和 8年の定時総会まで」であれ

ば、令和 8年の定時総会までに外部理事・外部監事を選任し、新体制で認定基準を満

たすことが必要となる。 

 

５．今後の対応（想定スケジュール） 

時 期 対応内容 

令和７年６月 定款変更（定数上限の見直し）を定時総会で可決 

～令和８年度定時総会 外部理事・外部監事の候補者選定と準備 

令和８年度定時総会 任期満了にあわせて、外部理事・外部監事を含めた

役員の選任 

  


